
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請したい研修内容が 
助成の対象となるかどうか知りたい 

申請の手続きや必要な書類について知りたい 

 
 
 
 
はい。役員の研修派遣も対象になります。 

 
 
 
 
新たな価値を生み出すものとして対象に 
なります。 

 
 
 
 
「販売の仕組み」や「全く新しい業態」， 
新商品開発のための「マネジメント」など 
対象は多岐にわたります。 

社員の育成に必要な 

経費を支援します。 

 

イノベーション人材等育成事業補助金 

ものづくりに直接関係しない 
研修でも可能ですか？ 

 

 広島県 

 

従業員ではなく役員でも 
対象になりますか？ 

他社との共同開発で 
新しい技術の習得を目指したい。 

今までにいただいたいお問合せの一例です。 

単に技術革新という意味ではなく，これまでの発想や手法にとら
われることなく，新しいアイデアでモノや情報，仕組みなどを組み
合わせることにより，「新たな価値」を創造していくことです。 

そもそも『イノベーション』とは 
どういうものですか？ 

 

？ 

高度な印刷技術の応用 
高度な印刷技術を習得し，その技術を応用した 
次世代太陽電池製造装置の開発に着手！ 

印刷機械メーカー 

大学にて 

技術習得 

新しい観点からの製品開発 
最先端のメイクアップとスキンケアの理論と技術
を習得し，今までにない化粧筆を開発！ 

化粧筆メーカー 

研修機関にて 

知識習得 

マネジメント知識（MBA）習得による新規事業展開 
高度マネジメント知識とともに，経営革新や新規事
業論などを習得し，新規事業展開にまい進中！ 

電気工事業 

大学にて 

知識習得 

その他，多数の採択事例をご紹介しています。
詳しくはホームページをご覧ください。 

広島県ＨＰより 

  

専任の担当者を置き，皆さまからのご相談に対応しますので，
お気軽にご連絡ください。 

こ
れ
ま
で
の
採
択
事
例 

イノベーション 人材 検 索 

 

まずは相談から！ 

最大 万円 
まで補助 

 
も対象 

 
は不問 

広島県では，県内産業の持続的発展に不可欠なイノベーションを実現するための 
人材育成を支援しています。 
県内に本社・本店を置く中小・中堅企業を対象に，社員を国内外の大学や企業， 
研修機関などへ派遣して，
取り組みに対して助成を行っています。 

広島県 商工労働局産業人材課 人材育成グループ 
〒730-8511広島市中区基町 10-52  ✉syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp 

☎  
月～金 （閉庁日を除く） 8:30～12:00 13:00～17:00 

 

お問合せ 
詳しくは裏面を 
ご覧ください 



 

 

Ｑ１．あなたの会社では今までに外部への研修派遣を実施したことがありますか？ 

      ａ．ある 又は 検討中         ｂ．ない 

 

 

Ｑ２．「イノベーション人材等育成事業補助金」について詳細な説明を希望されますか？ 

      ａ．希望する       ｂ．希望しない 

Ｑ３．今後，当課の制度やセミナー等の開催情報について案内を希望されますか？  

      ａ．希望する       ｂ．希望しない 

    会 社 名                 ご担当者名                 

    電話番号                 ＦＡＸ番号                 

    Ｅ－ｍａｉｌ                                       

 
  

           「イノベーション人材等育成事業補助金」の概要  

《公募内容》 

補 助 対 象 者 
新分野・新事業への展開や競争力強化に向け，新たな価値を生み出す知識・技術の
習得に取り組む，県内に本社・本店を置く中小・中堅企業（※） 

研 修 区 分 

 

長期滞在型 （補助限度額：年間４００万円／人，補助率：２／３） 

 次のいずれかに該当する派遣先での滞在による研修 
❍ 学位取得のための大学院派遣（12か月以上） 
❍ 知識・技術習得のための大学・企業等派遣（12か月以上） 

長期通い型 （補助限度額：年間２００万円／人，補助率：２／３） 

 次のいずれかに該当する派遣元からの通いによる研修 
❍ 学位取得のための大学院派遣（12か月以上） 
❍ 知識・技術習得のための大学・企業等派遣（12か月（延べ 300時間）以上） 

そ の 他 （補助限度額：年間１００万円／人，補助率：１／２） 

 15日（延べ 75時間）以上の知識・技術習得のための企業等派遣研修 
（経営系研修を除く） 

  

補助対象経費 
入学料，受講料，旅費 等（国外研修の場合は渡航費，保険料等を含む） 
※ 長期滞在型研修については，派遣する社員，代替社員の人件費も対象 

応 募 締 切 広島県ホームページにて詳細をご確認ください。 

利用実績など 
派 遣 先：大学・大学院，研究機関，民間企業，民間研修機関 
研修内容：専門分野の知識・技術の習得，研究，高度マネジメント知識の習得 等 
※ 過去の利用実績については，広島県ホームページをご覧ください。 

（※） 

 
中小企業：中小企業基本法第２条第１項等の区分・規模（資本金・従業員規模）による。 

中堅企業：資本金１０億円以下または従業員９９９人以下の企業（中小企業を除く） 

  広島県 商工労働局 
産業人材課 人材育成グループ 

〒730-8511広島市中区基町 10-52  ✉ syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp 
 

簡単なアンケートにお答えください。お答えいただける範囲で結構です。 
※ ＦＡＸ（０８２‐２２３‐６３１４）又は下記 Ｅ-ｍａｉｌ アドレス宛に送信してください。 

 

派遣先・研修内容・研修期間などを教えてください。 

お
問
い
合
わ
せ 

☎  
月～金（閉庁日を除く）8:30～12:00 13:00～17:00 

 


